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第２ 提言

４ 経済支援の対象について

基本的には現行の犯罪被害給付制度の対象を維持すべきであり 過失犯ない、

しは財産犯の被害者等や日本に住所を有する外国人以外の外国人をその対象

とすることは困難である。

ただし 過失犯ないし海外で身体犯被害を受けた日本国籍を有する被害者等、

に関しては 個別の事情に照らし 何らかの救済を行わないと基本法の趣旨を、 、

全うできないと思われる特別の理由がある場合 前記基金による対応を考慮す、

べきである。

５ テロ事件の被害者等に対する特例的措置について

対象となるテロ事件の定義付けは困難である上 テロ事件の態様は様々であ、

るから 一般の犯罪被害者等とは別に特別の救済策をとることをあらかじめ包、

括的に定めておくことは困難である。

ただし 国家または社会に対するテロ行為により無差別大量の死傷者が生じ、

た場合には 国は 迅速に 当該テロ事件を指定して特別措置法を制定するな、 、 、

どにより 当該テロ事件に対する国の対処方針を決定し そのなかで 被害者、 、 、

等に対する医療 カウンセリング等の早期支援の実施を定めるとともに 社会、 、

の連帯共助の精神に基づく基金を設置するなどにより 事案に即した被害者等、

の経済的救済を図る措置を明確に示すべきである。


